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全国オートオークション年間実績の推移 ㈱ユーストカー調べ

１．オートオークション業界の現状
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２００９年はリーマンショックの影響から、国内の新車販売が登録車、軽ともに振るわず、下取り・買取車の発生が
大幅に減少したと考えられる。対して、２０１３年は出品台数は同水準となったが、成約台数が約７５万台も上回った
原因としては、消費増税を前に駆け込み需要によって中古車の小売りが活性化。さらに、円安効果などで輸出も好調で、
オークションでの仕入れが拡大したものと考えられる。



２．これまでの取り組み
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ⅰ会場・会員への周知
１．定期刊行物（ＮＡＫニュースなど）に、報告書の概要を掲載
２．本報告書を全国の会場責任者に配布
３．同年６月の理事会・総会にて本報告書の内容を報告
４．同年９月からの全国ブロック会議にて、直接会場関係者に周知を図り
その後も、ブロック会議において毎回議題として取り上げ、認識の共有化に努めている

ⅱ協議会内における検討会の設置

各系列から選出された委員を中心に特別委員会を設置し、取り組みについて検討を行っている

ⅲ関係団体との意見交換

一社）日本ＥＬＶリサイクル機構の役員と特別委員会の委員と合同で意見交換会を定期的に開催し、

認識の共有化に努めている



２．これまでの取り組み
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ⅰ会場・会員への周知

・「使用済自動車判別ガイドラインに関する報告書」送付時には、抜粋資料を作成し、各会場責任者に送付した。

・その後は、全国の会場責任者と直接接するブロック会議の場において、下記の通り、取り組みを継続している。

年度別ブロック会議次第
平成２３年度 ≪使用済み自動車ガイドライン取り組み≫

・報告書の概要、オートオークション会場において取り扱う商品車について（事例紹介）ＰＤＦ
平成２４年度 ≪関連業界との情報交換に関する報告他≫

・一社）日本ＥＬＶリサイクル機構との情報交換会に関する報告
・使用済自動車等の解体に係る付属品等の取り扱いについて、情報提供

平成２５年度 ≪リユースコーナーの流札車両取扱いについて（平成17年10月通達）入替え（案）意見交換≫
・通達の内容と実情、流札回数と市場価値との関連性や、出品店（所有者）が使用済み自動車と
判断した場合の対応について

平成２６年度 ≪通達変更に関する説明他≫
・通達変更に関する経緯と変更内容に関する質疑
・平成23年度に実施した、オートオークション会場における商品車の事例紹介ＰＤＦを再度紹介



２．これまでの取り組み
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ⅳ関係省庁との取り組み

環境省・経産省とは

・自動車リサイクル法から外れた解体行為違反に対する啓蒙ポスターの掲示
警察庁・県警本部とは
・古物営業法順守の啓蒙ポスターを作成し、不適正業者排除の取り組み
・不正解体業者捜査協力として車両情報の提供

ⅴ通達の改正

平成１７年１０月２６日付通達『リユースコーナー（類似コーナー）の流札車両についての取扱について』

は全文廃止し、次ページの通り通達を改めた
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通達変更

オークション会場における、商品車の考え方及び流札車両の取り扱いについて

運営細則附表―３平成１７年１０月２６日付：『リユースコーナー（類似コーナー）の流札車両についての取扱について』は全文廃止し、

下記の内容に改める。

記
１．オークション会場で取り扱う商品車の考え方
平成１７年以降通達に基づき取り組みを続けてきたが、使用済自動車判別ガイドラインに関する報告書で「使用済自動車とする
一律の基準を設定することは 困難であることが明らかになった」とされた。
一方、オークション会場に対しては、「商品車の明確化が重要である」とされたことから、商品車の明確化に努め、以下のような、
商品車の考え方を提示し、会場間の共通の認識として取り組むこととする。

●オークション会場の考え方
オークション会場は商品車としての中古車の「市場」であるので、商品車と判断されない場合は出品を断ることができる。

●商品車と判断する場合の共通認識
以下の３点をいずれも満たすこと。
① 自動車リサイクル法の引き取り報告がされていないこと
② 所有権変更に必要な書類があること
③ 自動車リサイクル法上認められていない部品取りがされていないこと

２．流札車両の取り扱いについて
以下により対応する。
① 出品店が持ち帰る
② 出品店が再出品する
③ 出品店が「使用済み自動車」として判断する場合は、解体業者を紹介する
④ 会場が買い取る場合は、商品車として合意のうえ買い取る

なお、複数回流札した車両の取り扱いについては、流札回数と市場価値との関連性は認められないため、出品の制限は行わない。

平成２６年７月２９日発



（調査対象 ４会員・調査台数は全国比率で ４５．８％）

３．フォローアップ アンケート調査結果の報告 （調査対象期間 ２０１３年）
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出品台数 落札台数 落札率

会場全体 ３,２３０,２６３ ２,２１２,７６０ ６８,５％

出品台数 落札台数 落札率

低価格車＆売
切りコーナー

２７３,６８５ ２３２,２９５ ８４,９％

8.5%

91.5%
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82,99% 12,53% 4,47% 0,01%



オートオークション会場の業態別構成比

３．フォローアップ アンケート調査結果の報告 （調査対象期間 ２０１３年）
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オートオークション会場の業態別構成比

３．フォローアップ アンケート調査結果の報告 （調査対象期間 ２０１３年）
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オートオークション会場の現状

３．フォローアップ アンケート調査結果の報告 （調査対象期間 ２０１３年）
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低価格車＆売切りコーナー

再出品 82.99%
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【共通】出品者が出品票の記入欄にリサイクル預託金
を申告し、成約時に車両代金、消費税、自動車税等と
は別に落札者に請求する。

（請求支払明細書にもリサイクル預託金として記載）

４．オークション取引時のリサイクル料金の取り扱い

一般的には、オークション会場が取引成立前にリサイクル預託金を預かることはありません


